
令和元年度 スポーツエールカンパニーシンポジウム
～スポーツによる企業活力の向上を考える～

立教大学 松尾哲矢

基調講演
「企業がスポーツ推進に取組むことで得られるメリット」

日時：2020年3月6日（金）13:30～16:00
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター



■スポーツの潮流を読む



近代スポーツの成立（英国発）1850年

1900年

1950年

1896年：第1回オリンピック

例 1904年国際サッカー連盟

1907年国際ヨット連盟

多くのスポーツの世界組織

オリンピック隆盛

日本

1911年大日本体育協会設立

（現：（公財）日本スポーツ協会）

2000年

2050年

【50年で世界に拡がる】

【50年で定着する】

1964年東京オリンピック開催

【1961年：スポーツ振興法】

主に男性、若者、競技
スポーツを対象としたス
ポーツの定着

1960年第1回パラリ
ンピック開催（ローマ
オリンピック時）しょうがい者、高齢

者、女性スポーツ
への眼差し拡がる

障害者スポーツ

高齢者スポーツ

女性スポーツ

【50年で世界
に拡がる】

すべての人に開かれたスポーツがスポーツ文化として真に定着できるか、
が問われる50年となる 【スポーツの多文化化はいかにして可能か】

【50年で定
着できるか】

【50年で拡がる】

◆スポーツの大きな潮流を読む ●50年で拡がり、50年で定着する

2012年3月スポーツ基本計画 2017年3月第2期計画

2011年 『スポーツ基本法』 8月24日：施行

2011年 （財）日本体育協会100周年

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催

（松尾，2020）

2015年10月スポーツ庁 創設



■スポーツの現在地と働き盛り世代
のスポーツ状況
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軽い運動やスポーツ

野外スポーツ

競技的スポーツ

1年間に運動・スポーツを

実施した人の割合

(資料)2006年までの調査機関：内閣府（総理府）

■1年間に運動・スポーツを１日以上実施した割合の年次推移

（松尾，2019）

2009年調査（内閣府）

実施した（年1日以上） 77.7％
週1日以上 ➡ 45.3％

2013年調査（文部科学省）

実施した（年1日以上） 80.9％
週1日以上 ➡ 47.5％

2015年調査（内閣府）

実施した（年1日以上） 77.2％
週1日以上 ➡ 40.4％

2016年調査（スポーツ庁）

実施した（年1日以上） 63.2％
週1日以上 ➡ 42.7％
（18歳以上） 成人のみ42.5％

2017年調査（スポーツ庁）

実施した（年1日以上） 74.1％
週1日以上 ➡ 51.8％
（18歳以上） 成人のみ51.5％



平成30年度｢スポーツの実施状況等に関する世論調査｣

第2期スポーツ基本計画 平成29年度から平成33年度までの5年計画

週1日以上 目標：65％

2016年度：42.5％➣ 2017年度：51.5％➣ 2018年度：55.1％

（スポーツ庁，平成3１年2月28日）( )内は29年度数値



平成30年度｢スポーツの実施状況等に関する世論調査｣

■この1年間に実施した運動・スポーツについて
（スポーツ庁，平成3１年2月28日）



■スポーツのフィロソフィー再考



ヨハン・ホイジンガ（歴史家）『ホモ・ルーデンス』
「遊び」➡ 「遊びの文化創造機能」を説いた

成熟社会の扉を開けた日本

「すべての人がその人らしくスポーツを楽しむスポーツのあり方」

競争相手ではなく、社交の相手として
打ち負かす相手ではなく、尊重しあう相手として
何かの手段としてではなく、スポーツを楽しむこと自体を目的として
遊ぶことを卑下するのではなく、遊ぶことを人間の豊かな生き様の証として
規律訓練としてではなく、心身の開放であり自由の発露として
人と同じ楽しみ方だけではなく、個性にあった楽しみ方のできるものとして
競争が全てではなく、競争はあくまでもスポーツを楽しむ手段として

スポーツを捉えなおしていく営み

「自発的な運動の楽しみを基調とする人類共通の文化」

遊びの本質＝「Ｆｕｎ（楽しさ）」

（松尾，2020）

「スポーツ宣言日本～二十一世紀におけるスポーツの使命～」
（（公財）日本体育協会（現：（公財）日本スポーツ協会，2015）



■スポーツのとらえ方

自由な遊び文化＜ 教育的な事柄
競争性の強調

スポーツの特質：身体性、遊戯性、競争性

成熟社会の扉を開けた日本
「競争のみにこだわる楽しみ方から社会的豊かさと自由を表現する
遊び文化としてスポーツを楽しむ時代」

1位：「ウォーキング」（ 62.1％）
2位：「階段昇降」（16.0％）
3位：「トレーニング」（15.4％）
4位：「体操」（15.3％）

■スポーツ実施率
➣週１日以上 55.1％（前年度 51.5％）

週 3 日以上 27.8％（前年度 26.1％）

（スポーツ庁 2019年3月28日，20,000人，WEB調査）

競争を伴わない運動・スポーツの増大

【従来のスポーツのとらえ方】

スポーツ＝「自発的に楽しむ運動」

自由な遊び文化＞ 教育的な事柄
競争性の強調

（松尾，2020）



■スポーツ施策からみた企業に
おけるスポーツ推進



前文

スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての
人々の権利

（基本理念）
第二条 スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営
むことが人々の権利であることに鑑み、国民が生涯にわた
りあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ自律
的にその適性及び健康状態に応じて行うことができるよう
にすることを旨として、推進されなければならない。

【権利としてのスポーツ】

■スポーツ基本法（平成23年法律第78号）
平成23年6月24日公布 平成23年8月24日施行

■スポーツ基本計画 （2012年3月制定）

■第2期スポーツ基本計画（2017年3月制定）2017-2022



「スポーツ実施率向上のための行動
計画」（スポーツ庁，2019年9月6日）

平成29年3月24日，第2期「スポーツ
基本計画」（2017年4月～2022年3月）

スポーツ基本法
（平成23年法律第78号）

「スポーツ実施率向上のための
中長期的な施策」（スポーツ庁,2019
年8月7日）

１．地域におけるスポーツの環境づくり

（１）総合型地域スポーツクラブの質的充実

（２）スポーツ推進委員の活用の促進

（３）スポーツをしやすいまちづくり（スポーツをする場の確保）

２．スポーツに関わる関係団体と連携したスポーツ
実施の推進
（１）医療機関等との連携の促進

（２）スポーツ実施率向上に向けた推進体制の構築

（３）企業における従業員のスポーツ実施の促進

３．障害者スポーツの推進

４．エビデンスに基づく健康スポーツ政策の取組の促進

（１）地方自治体における現状の「見える化」

（２）スポーツに関する研究の充実・調査研究成果の利用促進

➣障害者スポーツ推進のコーディネーター育成、情報の共有、
振興体制の強化

➣保健体育教員養成課程における障害者スポーツに係る指導
者養成カリキュラムの導入

➣学校における障害者スポーツ用具の整備
➣重度障害者に対する室内運動・レクリエーションプログラムの
開発 他

「スポーツ実施率向上のための中長期的な施策」の全体像（松尾，2020）

➣スポーツ実施率向上のための新たな
アプローチや即効性のある取組

「生活の中に自然とスポーツが取り込
まれている『スポーツ・イン・ライフ』」

行動計画の中で本施策の策定が謳
われ、新たな制度創設・制度改正も
視野に入れた中長期的な施策



・従業員の健康を企業の経営課題として捉え、健康確保対策に取り組む企業が増加している
➣国において必要な環境整備を行うとともに、これらの取組について関係機関・団体等との
連携を図り、一層の促進を図ることが求められている。

↓
・そのため、健康確保対策の一つとして運動・スポーツの必要性が経営者層にも理解され、
企業内で従業員のスポーツの実施が促進されるよう、従業員が運動・スポーツを実施
しやすい環境整備を事業者、保険者に促していくことが必要である。

（３）企業における従業員のスポーツ実施の促進

ア．厚生労働大臣により公表されている「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」
（THP(トータルヘルスプロモーションプラン)指針）がスポーツ庁とも連携の上、改正されることから、
厚生労働省と連携しつつ、従業員が運動・スポーツを実施しやすい環境整備（休憩時間を活用した
職場でのスポーツ活動、定期的なスポーツ大会等のイベントの実施、運動指導に係る人材の活用
等）を事業者に促す。

➣従業員が運動・スポーツ実施しやすい環境の整備

イ．アの企業における取組を促進するため、関係省庁、事業者、保険者等の団体とも連携し、インセン
ティブの在り方について検討する。

➣取組促進のためのインセンティブの在り方の検討

＜具体的方策＞

「スポーツ実施率向上のための中長期的な施策」 （令和元年 ８月７日，スポーツ庁長官決定）

２．スポーツに関わる関係団体と連携したスポーツ実施の推進

※施策をもとに松尾が作成（2020）



■企業がスポーツ推進に取組むことで得られるメリット
－スポーツの内在的価値・外在的価値に着目して



スポーツの内在的価値

「自発的に楽しむ運動」

・身体を動かすこと自体の
喜び

・面白さ・楽しさ
（緊張と興奮）

・面白さを守るためにルール
を守る、相手を大切にする、
フェアにプレイする

・身体的な健康
➣体力の維持・向上
➣生活習慣業の予防、改善

スポーツの外在的価値

個人

企業内

企業外（社会に対して）

・精神的な健康
➣心身の解放・感動の共有
➣精神疾患の予防・改善

・社会的な健康
➣身体的コミュニケーション
➣対人関係の円滑化

・文化享受能力の向上

・公正・フェアな態度・行動

・相手を尊重する態度・行動

・リーダーシップ・協調性

【Performance】
（目標達成、生産性の向上）

・従業員の健康度の向上
による労働意欲の向上

・インナーコミュニケーション
の向上による効率性向上

【Maintenance】
（集団維持機能）

・従業員の健康度の向上

・従業員のロイヤリティ向上

・企業価値の向上

・離職率（定着率）の改善

・コミュニケーションの円滑化

・医療費負担の軽減

・企業のイメージ
アップ

・公共性の獲得

・地域社会への
貢献

・働き盛りの
スポーツ実施率
の向上

【対社会】

【対日本の健康
・スポーツ】

■企業がスポーツ推進に取組むことで得られるメリット
－スポーツの内在的価値・外在的価値に着目して

（松尾，2020）
2019（令元）年度、533社を「スポーツエールカンパニー」
（英語名称：Sports Yell Company）として認定



■企業がスポーツ推進に取組む枠組みと可能性
－スポーツエールカンパニーの取り組みを広げる

ために
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ブランディング

企業がスポーツ推進に取組む枠組みと可能性（松尾，2020）

コンテンツ
体操
ヨーガ

スポーツ・レクリエーション
トレーニング

廊下・食堂


